
  

・
保
険
料
の
計
算
や
被
保
険
者
の
認
定
な
ど
は
、

埼
玉
県
内
の
全
市
町
村
で
構
成
す
る
「
埼
玉

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
が
行
い
ま

す
。 

・
保
険
料
の
徴
収
や
保
険
証
の
引
き
渡
し
、
各

種
申
請
の
受
け
付
け
な
ど
、
み
な
さ
ん
に
と

っ
て
身
近
な
窓
口
業
務
は
市
が
行
い
ま
す
。 

   

・
７５
歳
以
上
の
か
た
。 

・
老
人
保
健
制
度
で
障
害
認
定
を
受
け
て
い
る

か
た
。
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
非
加

入
の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
か
た
。
） 

・
一
定
の
障
害
の
あ
る
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の

か
た
で
、
４
月
１
日
以
降
に
広
域
連
合
か
ら

認
定
を
受
け
た
か
た
。 

※
健
康
保
険
組
合
な
ど
の
被
扶
養
者
の
か
た
も

対
象
と
な
り
ま
す
。 

※
生
活
保
護
受
給
者
の
か
た
は
除
き
ま
す
。 

 

　 
 

・
３
月
３１
日
ま
で
に
７５
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

か
た
は
、
４
月
１
日
か
ら
で
す
。 

・
４
月
１
日
以
降
に
７５
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

か
た
は
、
誕
生
日
当
日
か
ら
で
す
。 

・
一
定
の
障
害
の
あ
る
６５
歳
以
上
の
か
た
は
、

申
請
を
し
て
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
で
す
。 

特集：後期高齢者医療制度 

平成２０年４月から 

後期高齢者医療制度 
がスタートします 
　後期高齢者医療制度は、これまでの
老人保健制度にかわるものとして新た
につくられる医療保険制度です。 
　平成２０年４月からスタートし、原則とし
て７５歳以上のかたは全員、これまでの
保険の資格はなくなり「後期高齢者医
療制度」に加入することになります。 

運
営
の
し
く
み 

対
象
と
な
る
か
た 

い
つ
か
ら
加
入
す
る
の 

  

・
新
し
い
カ
ー
ド
型
の
保
険
証
が
一
人
ひ
と
り

に
交
付
さ
れ
ま
す
。
発
送
は
、
３
月
下
旬
を

予
定
し
て
い
ま
す
。 

※
現
在
お
持
ち
の
老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
や

国
民
健
康
保
険
・
被
用
者
保
険
な
ど
の
保
険

証
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。 

   

・
保
険
料
は
、
一
人
ひ
と
り
ご
と
に
計
算
さ
れ

ま
す
。 

・
一
人
あ
た
り
の
保
険
料
は
、
均
等
割
額
と
所

得
割
額
を
合
計
し
た
金
額
が
保
険
料
と
な
り

ま
す
。 

・
年
間
保
険
料
の
上
限
額
は
５０
万
円
で
す
。 

・
軽
減
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
保
険

料
は
一
人
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。 

        

・
被
保
険
者
と
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
が
、
一

定
基
準
以
下
の
場
合
に
は
、
世
帯
の
所
得
水

準
に
応
じ
て
均
等
割
額
が
、
７
割
・
５
割
・

２
割
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

被
保
険
者
証
（
保
険
証
） 

保
険
料 

　
軽
減
措
置
に
つ
い
て 

○
所
得
の
少
な
い
か
た 
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特集：後期高齢者医療制度 
 

・
被
用
者
保
険
（
健
康
保
険
組
合
、
政
府
管
掌

健
康
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
）
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
か
た
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
後
２
年
間
は
、
保
険
料
の
均
等
割
額

の
部
分
が
５
割
軽
減
さ
れ
、
所
得
割
額
は
か

か
り
ま
せ
ん
。 

　
　
た
だ
し
、
平
成
２０
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で

は
保
険
料
を
徴
収
せ
ず
、
１０
月
か
ら
平
成
２１

年
３
月
ま
で
は
保
険
料
を
９
割
軽
減
す
る
特

別
対
策
が
実
施
さ
れ
ま
す
。 

医
療
機
関
な
ど
で
の
負
担
額 

説
明
会
を
開
催
し
ま
す 

広域連合条例で埼玉県内均一の 
保険料率が定められました。 

・均等割額　４２，５３０円　・所得割率　７.９６％ 

例）７５歳単身世帯の場合 

＋ ＝ 

広域連合条例で埼玉
県内均一に定められ
た金額42,530円（軽
減措置あり） 

被保険者本人の基礎
控除後の総所得金額
等×所得割率＝所得
割額 

均等割額+所得割額
＝１人あたり保険料 

均等割額 

①基礎年金受給者（基礎年金収入79万円） 
均等割額12,750円（7割軽減）＋所得割額0円＝12,750円／年額 
 
②厚生年金受給者（厚生年金収入201万円） 
均等割額34,020円（2割軽減）＋所得割額38,200円＝72,220円／年額 

所得割額 保険料 

○問い合わせ 
　国民健康保険課・高齢者保険事業準備担当 
　内線 ２７０２・２７０３ 

開催日 

26日（土） 

29日（火） 

30日（水） 

31日（木） 

1日（金） 

2日（土） 

6日（水） 

7日（木） 

8日（金） 

9日（土） 

13日（水） 

15日（金） 

16日（土） 

19日（火） 

20日（水） 

21日（木） 

10時～12時 14時～16時 

説明会の開催日および会場 

１
月 

2
月
 

○
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
の
か
た 

保
険
料
の
納
め
方 

 

・
原
則
と
し
て
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

（
年
額
１８
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
の
か
た
） 

・
右
記
以
外
ま
た
は
介
護
保
険
料
と
の
合
計
額

が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
た
か
た
は
、

市
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
や
口
座
振
替
な

ど
で
納
め
ま
す
。 

   

・
こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
に
、
窓

口
で
支
払
う
患
者
負
担
額
は
１
割
、
一
定
以

上
の
所
得
の
あ
る
か
た
は
３
割
で
す
。 

　 
  

・
制
度
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
中

央
ふ
れ
あ
い
館
と
各
公

民
館
で
説
明
会
を
行
い

ま
す
。 

・
開
催
日
時
お
よ
び
会
場

は
左
記
の
と
お
り
で
す
。 

栄 町 公 民 館  

戸 塚 公 民 館  

西 公 民 館  

安 行 公 民 館  

西川口公民館 

芝 公 民 館  

前 川 公 民 館  

芝 西 公 民 館  

上青木公民館 

神 根 公 民 館  

青木東公民館 

南 平 公 民 館  

芝 北 公 民 館  

領 家 公 民 館  

新 郷 公 民 館  

神根東公民館 

中央ふれあい館 

戸塚西公民館 

横曽根公民館 

安行東公民館 

並 木 公 民 館  

芝 南 公 民 館  

青 木 公 民 館  

芝富士公民館 

前川南公民館 

根 岸 公 民 館  

芝 園 公 民 館  

朝 日 公 民 館  

神根西公民館 

朝日東公民館 

新郷南公民館 
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